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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　　平成21年3月27日に提出した第71期（自　平成20年1月1日　至　平成20年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】

第一部 企業情報

第５ 経理の状況

１ 連結財務諸表等

（１）連結財務諸表

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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３【訂正箇所】

訂正個所は　線で示しております。

 

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

１ 【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（訂正前）

項目
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

省略

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　

連結子会社の資産及び負債の評価

方法については、全面時価評価法を採

用しております。

 

同左

 

（訂正後）

項目
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

省略

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　

連結子会社の資産及び負債の評価

方法については、部分時価評価法を採

用しております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度から、連結子会社

の資産及び負債の評価方法について

は、部分時価評価法を採用しており

ます。これは、部分時価評価法の適用

が、下期の霊園開発子会社の株式取

得について経済的実態をより適正に

反映するものと判断したためです。

この変更により、従来の方法を採用

した場合と比べ、連結損益計算書に

おいて営業利益、経常利益、中間純利

益が各々21,036千円増加していま

す。子会社株式の取得が下期に行わ

れたため当中間連結会計期間は従来

の方法によっており、中間連結財務

諸表と年度連結財務諸表の首尾一貫

性を欠いております。当中間連結会

計期間において、変更後と同一の方

法を適用した場合、損益に与える影

響はありません。

 

同左
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